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～第１章  総  則～  

 

第１節  業務の目的  

 令和３年９月１日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律（以下、「標準化法」という）」により、令和７年度末までに

地方公共団体における介護保険システム標準化への移行が義務付けられた。 

そこで、北薩広域行政事務組合（以下「本組合」という）で現在運用

している介護保険関連システムに替わり、標準化法に基づくシステム（以

下「新システム」という）を導入することを目的とする。  

 

第２節  業務名  

 介護保険システム導入業務  

 

第３節  本組合の概 要 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 末 日 時 点 ）  

 １  構成市町：阿久根市、出水市、長島町（以下「構成市町」という） 

 ２  構成人口：７８，１３４人  

 ３  審査件数：４，６５０件（令和６年度実績）  

 ４  審査会数：１６７回（令和６年度実績）  

 ５  高齢者数：２９，０４９人（６５歳以上の人口）  

 ６  現行システム  

⑴   認定ソフト２０２１  ＳＰ４  

（意見書入力処理、認定調査情報入力、一次判定処理、認定審査   

会資料作成処理、認定審査会結果入力処理  他）  

⑵   事務処理システム（ＭＳ  Ａｃｃｅｓｓ）  

（申請者情報管理、進捗・状況管理、審査会委員管理、審査会割   

当情報作成、個人結果通知書作成、市町結果通知書作成  他）  

 

第４節  契約期間  

 本業務の予定契約期間は以下のとおりとする。  

 ・契約期間：契約締結日から令和８年３月３１日  
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第５節  履行場所  

 新 シ ス テ ム は 、 次の 場 所 にて 使用 する もの とし 、詳 細に つい ては 本組

合と協議する。  

 な お 、 新 シ ス テ ムは ガ バ メン トク ラウ ドを 利用 せず 、オ ンプ レミ スで

稼働するものとする。  

 ・北薩広域行政事務組合  

  総務課  介護認定審査係  執務室内  

 ・構成市町介護保険担当部署  執務室内  

 

第６節  システム導 入の要件  

 導入する新システムは、標準化法に基づき、以下に示す「基本方針」

や「仕様書」（以下「標準仕様書等」という）に準拠すること。  

なお、標準仕様書等への準拠については、内容が改定された場合も対

応を必須とするが、本仕様書と標準仕様書等の間で矛盾が生じた場合は

協議を行うこと。  

・「地方公共団体情報システム標準化基本方針【令和６年１２月】」  

・「介護保険システム標準仕様書【４．１版】」  

・「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第２．４版】」  

・「地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第１・１版】」  

 

第７節  業務の全体 概要  

 導入する新システムは構成市町と「クライアント /サーバー構成」で連

携を行う。（資料１・資料１－２参照）  

 １  新システム導入に係る主な業務  

  ⑴  介護保険システム（標準仕様書等に準拠）の構築  

  ⑵  システムに関連する機器の設置  

  ⑶  現行システムからのデータ移行  

  ⑷  システムの操作研修  

 ２  新システム保守・運用業務（本業務とは別途発注を行う予定）  

 ３  その他本仕様書調達範囲外業務  
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⑴   構成市町連携及び保守業務用のＶＰＮ回線設置工事  

⑵   構成市町のクライアント端末及び関連機器等の導入及び設定  

 

第８節  提出書類  

 受注者は次の書類を２部と電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ等）で１部提出する

こと。ただし、７については、構成市町分も各２部提出すること。  

 １  構成図  

   新システム構成図（サーバー、ネットワーク及び他の業務用ＰＣ

との連携含む）  

 ２  導入計画書  

   構築の実施内容、導入手順、担当者、スケジュール等を明記したもの 

 ３  移行計画書  

   データ移行に係る手順、データ移行確認方法、スケジュール等を

明記したもの  

 ４  テスト計画書  

   新システムのサーバー、クライアントＰＣ及び構成市町が使用す

るクライアントＰＣとの連携に関する、テスト方法、テスト内容、

スケジュール等について明記したもの  

 ５  進捗・作業報告書  

   進捗状況報告書（本組合と協議し定期的に提出）、課題抽出状況

及び構築作業等の作業報告書  

 ６  テスト結果報告書  

   テスト毎の結果及びテストの作業報告書  

 ７  運用管理等マニュアル  

  ⑴  本組合職員が新システム操作時に参照するシステム操作マニュアル 

  ⑵  本組合職員が新システムを起動・停止させる際に参照するマニュアル 

  ⑶  システム障害が発生した際の対応マニュアル  

 ８  議事録  

   出席者、実施日時、打合せ内容、発言者、決定事項等を明記した

もの  
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 ９  その他、提出物  

   本組合と協議の上、必要と判断した提出書類があれば別途提出す

ること   

第９節  業務管理体 制  

 １  本業務の全体的な調整及び進捗状況の管理に対応するため、管理

技術者及び担当技術者を置くものとする。  

２  各技術者を選任した際は、本組合の所定の様式で「管理技術者・

担当技術者選任通知書」を提出すること。  

 ３  本業務を履行するに際して、電話対応窓口及びメール受付窓口を

設置すること。  
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～ 第２章  基本的機能要件～  

 

第１節  新システム の基本機能  

新システムにおいては、一般的なパソコン上で操作可能とし、システ

ム起動時にユーザーＩＤやパスワードにより認証（アクセス制限）が可

能であること。  

なお、本組合における要支援・要介護認定及びその他関連業務におい

て、以下に揚げる業務を効率的に行えるシステムとする。  

１  申請管理業務  

申請インターフェースデータ、画面入力からの申請登録  

２  調査管理業務  

認定調査依頼・調査票の印刷及び調査結果の登録（スキャン及び入力） 

３  主治医意見書管理業務  

主治医意見書の記入依頼・印刷及び登録（スキャン）  

４  介護認定審査会（以下「審査会」という）資料事前精査業務  

審査会資料の事前確認  

５  審査会管理業務  

審査会スケジュールの立案・管理及び審査会資料の作成及び審査  

結果の登録  

６  結果管理業務  

審査会結果のデータ出力・結果通知等の印刷  

７  データ管理業務  

各種報酬・統計業務等  

８  マスタ管理業務  

居宅介護支援事業所・調査員・医療機関・主治医等のマスタデータ

管理  

９  進捗管理業務  

認定作業状況の進捗管理（履歴管理）  

10 その他  

利用者権限等の設定  
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第２節  クライアン ト端末及び専用機器等  

 １  クライアント端末（既存のものを利用）  

既存のものを利用して正常に稼働すること。本組合で利用するクラ

イアント端末は１台とし、次に示す。また、今後のデータ量の増加に

よる性能低下を発生させないよう最適化を図り、業務に支障のないよ

うにすること。（ 構成市町で使用するクライアント端末は、別途構成

市町にてそれぞれ調達予定）  

⑴   デスクトップ型パソコン（OptiPlex スモールフォームファクター） 

・  ＯＳ： Windows 11 Pro, 日本語  

   ・  ＣＰＵ：第 13 世代  インテル REG CoreTM i3-13100 

   ・  メモリー： 8 GB, 1 x 8 GB DDR4 

   ・  ストレージ： M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 25 SSD 

 

 ２  プリンタ（既設のものを利用）  

   既設の「 RICOH MP C6502 JPN RPSC」を使用し、業務で必要な帳票

が当プリンタで指定のトレイから出力できること。  

  

 ３  専用機器（本仕様書調達範囲内）  

   本 組合 と受 注者 が 事 前に 協議 を行 い、 受注 者負 担に おい て、 次に

示 す 機 器の 準 備・ 設 置 を 行う 。 なお、 各 専 用機 器 は、参 考 機 器の 同

等以上の性能を有すること。  

⑴   サーバー（参考機器： HP ML30 Gen11 NHP 4LFF）（１台）  

   ・  ＯＳ： WindowsServer2022 Essentials 

   ・  ＣＰＵ： Xeon E-2414G 2.6GHz 1P4C 

   ・  メモリー： 16GB 

   ・  ＨＤＤ： 1TB×3（ RAID5）  

   ・  冗長化電源  ※  設置個所は別紙参照  

⑵   サーバー用ディスプレイ（参考機器： IODATA LDC-A221DB）  

   ・  21 インチワイドディスプレイ（１台）  

⑶   無停電装置（参考機器： OMRON BN75TG5）（１台）  
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   ・  680W 無停電装置  

⑷   バックアップ用 NAS（参考機器： IODATA HDL2-XA4B）（１台）  

    （５年保守）  

⑸   Ａ４ドキュメントスキャナー（１台）  

（参考機器：キャノン DR-M260（５年間保守付））  

⑹   その他機器  

    ・スイッチ HUB： GS108-400JPS（１台）  

    ・ LAN ケーブル（ BSLS6AFU100BK）  

 

 ４  ソフトウェア  

   以 下の ソフ トウ ェ ア を、 各ク ライ アン ト端 末に イン スト ール し、

資料１－２に示すデータ連携を構築すること。  

⑴   標準化対応基本システム（１式）  

・ライセンス（２ライセンス）  

・訪問調査支援（１ライセンス付）  

⑵   追加システムライセンス（２ライセンス）  

⑶   ＯＣＲソフトウェア（１ライセンス）  

（参考製品：㈱ NTT データ NJK WinReader Hand Sv.6.0 同等以上） 

⑷   ウイルスバスターコーポレートエディション（５ライセンス）  

  

※  構成市町により導入する機器等（本仕様書調達範囲外）  

⑴   クライアント端末（各 1台）  

⑵   ＯＣＲソフトウェア（各１ライセンス）  

（参考製品：㈱ NTTデータ NJK WinReader Hand Sv.6.0 同等以上） 

⑶   Ａ４ドキュメントスキャナー（各１台）  

（参考機器：キャノン DR-M260（５年間保守付））  
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～ 第３章  新システムの詳細機能要件～  

 

第１節  申請管理業 務  

１  申 請 受 付 （ 新 規 ・ 更 新 ・ 区 分 変 更 申 請 ） な ど 介 護 保 険 申 請 に 係 る

入力／確認／訂正ができること。  

２  認定ソフト形式の申請データを取り込む事ができること。  

３  変更申請の場合、申請理由が直接入力または理由一覧より選択が  

できること（理由一覧に関しては自由に設定ができること）。  

４  申 請 受 付 の 医 療 機 関 及 び 主 治 医 の 設 定 が 一 覧 に よ り 入 力 が で き る

こと。  

５  前回申請情報を参照し申請の登録ができること。  

６  調査希望日時の設定ができること。  

７  審査結果の通知先、通知相手の設定ができること。  

８  調査完了予定日・意見書完了予定日・審査会開催予定日が申請日  

より自動設定ができること。  

９  不服申請の受付ができること。  

10 転入、転出、資格喪失等の受付ができること。  

 

第２節  調査管理業 務  

１  調査スケジュールの管理ができること。  

２  調査依頼入力（委託先事業所、調査員の設定）が容易にできること。 

３  調査に関するメモを登録することができること。  

４  調査エリアごとに調査員を自動設定できること。  

５  調査対象者を指定して調査依頼書・記入用紙の印刷ができること。 

６  調査票の再印刷ができること。  

７  ＯＣＲ用紙は普通紙に印刷できること。  

８  ＯＣＲ用紙に印刷する文言は厚生労働省提示のものに準拠すること。 

９  調査結果のＯＣＲ登録・画面入力ができること。  

10 特記事項のＯＣＲ（イメージ）登録・画面入力・ＣＳＶ形式の取

込みができること。  
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11 特記事項のＯＣＲ（イメージ）にマスクが設定できること。  

12 ＯＣＲ処理において誤認識や記入漏れ記入ミスがあった項目は画  

面上で入力・修正ができること。  

13 一次判定ができること。  

14 一 次 判 定 の 警 告 チ ェッ クと 同等 のチ ェッ ク機 能を 備え てい るこ と。 

15 調査結果及び特記事項の参照・印刷ができること。  

16 本組合独自の調査設問／回答を設定できること。  

 

第３節  主治医意見 書管理業務  

１  主治医意見書（以下「意見書」という）依頼入力（医療機関、医  

師の設定）が容易にできること。  

２  診断命令書の印刷ができること。  

３  対象者を指定して意見書記入依頼書・意見書の印刷ができること。 

４  意見書の再印刷ができること。  

５  ＯＣＲ用紙は普通紙に印刷できること。  

６  ＯＣＲ用紙に印刷する文言は厚生労働省提示のものに準拠すること。 

７  意見書のＯＣＲ（イメージ）登録ができること。  

８  専門医の意見のＯＣＲ（イメージ）登録ができること。  

９  意見書のＯＣＲ（イメージ）にマスクが設定できること。  

10 ＯＣＲ処理において誤認識や記入漏れ記入ミスがあった項目は画

面上で入力・修正ができること。  

11 意見書の記入内容をデータ化できること。  

12 日本医師会の意見書作成ソフトで作成されたデータ／意見書の取

込みができること。  

13 意見書の未回収案件が容易に確認できること。  

14 新システム以外の他様式の意見書については個別にイメージデー

タ登録できること。  

15 意見書の要介護認定結果及び居宅サービス計画の情報提供の有無

を登録できること。  

16 意見書の本人、家族への情報提供の有無を登録できること。  
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第４節  審査会資料 事前精査業務  

１  調査結果と意見書の組合せにより最軽度、最重度のシミュレーシ  

ョン結果を出力することができること。  

２  現状要介護度と一次判定結果を比較して異なる被保険者の一覧を

出力することができること。  

３  調査票・意見書の矛盾点の出力ができること。  

４  前回調査結果との比較で改善項目、悪化項目の出力ができること。 

５  前回意見書との比較で改善項目、悪化項目の出力ができること。  

６  事務局資料（認定ソフト）準拠の資料が出力できること。  

７  意見書の出力ができること。  

８  調査結果、特記事項及び意見書の修正を容易に行うことができる

こと。  

９  修正履歴情報が記録として保存できること。  

 

第５節  審査会管理 業務  

１  審査会の開催に伴う事項を設定できること（審査員登録、合議体  

編成、スケジュール、開催場所等）。  

２  合議体の開催情報（曜日）により審査会のスケジュールが自動設  

定できること。  

３  研修会の開催スケジュールの登録ができること。  

４  各月ごとの審査会予定を審査会日時、開催場所、担当者、合議体等を  

表示できること。  

５  認定審査会開催の案内が印刷できること。  

６  審査会の委員出席状況を登録できること。また、合議体ごとに対  

象者の一覧を印刷できること。  

７  合議体への審査対象案件の自動／個別設定ができること。  

８  合議体への審査対象案件の登録の際に関係者排除の警告・確認が  

できること。  

９  審査会の事前配布資料／事務局用資料の印刷ができること。  

10 事前配布資料には登録時に設定されたマスクが付いた状態で印刷
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できること。  

11 事前配布資料を紙もしくは EXCELシートで出力できること。  

12 審査結果の登録ができること。  

13 過去の審査結果を使用し研修会用の資料を作成できること。  

 

第６節  結果管理業 務  

１  予防給付対象者に地域包括支援センターの設定ができること。  

２  審査会結果を合議体ごと、保険者ごとに一覧で印刷できること。  

３  結果通知書その他関連通知が印刷できること。  

４  予防給付対象者一覧が印刷できること。  

５  認定結果データ（認定ソフト形式）が出力できること。  

６  審 査 結 果 を Ｃ Ｄ 等 の媒 体に バッ クア ップ を行 うこ とが でき るこ と。 

 

第７節  データ管理 業務  

１  ＣＤ等の媒体にバックアップされた過去の審査記録の参照が容易  

にできること。  

２  主治医、調査員、審査会委員の報酬の管理ができること。  

３  主治医、調査員の報酬単価が作成回数や実施場所（在宅／施設等） 

に応じて設定できること。  

４ 本組合議員報酬、非常勤職員の報酬、費用弁償に関する条例に規定 

する審査委員の報酬額に応じた設定できること。 

５  情報開示するデータ項目が任意で設定でき印刷ができること。  

６  ケアプラン資料の提供および実績の管理ができること。  

７  審査結果主治医通知書の印刷ができること。  

８  指定期間内の認定件数、介護度分布、審査案件作業日数集計表な  

どの集計表が出力できること。  

９  実績データの出力が可能で Exce1等の表計算ソフトで編集できる  

こと。  

10 出力データは項目の選択および出力順を自由に設定できること。

設定内容は保存できること。  
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11 認定支援センター用のデータ作成ができること。  

 

第８節  マスタ管理 業務  

１  医療機関、施設、調査事業者、調査員、審査会委員のマスタ登録

を行うことができること。  

２  医療機関、調査事業者等のマスタデータは他のシステムとの連携

用のＩＤ等を登録できること。  

 

第９節  進捗管理業 務  

１  被保険者番号、氏名等で容易に検索ができること。  

２  過去の申請履歴が一覧で確認できること。  

３  検索履歴から検索ができること。  

４  案件情報より調査結果、意見書、審査結果が確認できること。  

５  遅延通知対象者の検索および管理ができること。  

６  遅延通知書の印刷ができること。  

７  月末時点での更新予定者の情報が容易に取得できること。  

 

第 10節  その他の機 能  

１  利用者ごとに処理可能な業務／機能の設定ができること。  

２  各種帳票に電子公印及び公文書の設定ができること。  

３  万一のデータ破損に備えシステム（サーバ）で管理している全デ

ータを大容量バックアップ装置に保存・退避し、復旧ができること。  

４  本組合と十分に連携をとり、新システム使用における要望や意見  

等、迅速かつ誠実に相談・調整・対応を行うこと。  

５  本 業 務 契 約 期 間 中 の厚 生労 働省 によ る大 幅な 制度 改正 につ いて は、 

本仕様書とは別途に協議する。  
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～ 第４章  その他事項～  

 

第１節  データ移行  

１  データはすべて新システムへ移行し、新システムで運用（利用）

可能であること。  

２  データ移行及び運用（利用）を行うにあたっては、仕様書に記載

する所要の条件を満たすこととし、データ移行については、受注者

側で完全移行を行うものとする。  

 ３  新旧両システムのデータ比較を実施し、整合性を確認すること。  

 

第２節  ネットワー ク（資料２・資料２－２参照）  

本組合と構成市町間のネットワークについては、既存のＶＰＮ回線（出

水市 は新 設） を活 用す る こ とを 予定 して いる 。そ れら に係 る回 線使 用料

及び工事費用については、本仕様書の調達範囲外とする。  

 

第３節  性能要件  

データ量及びユーザーの増加に対して、システムのパフォーマンスが

低下しないように下記条件を担保できる十分なキャパシティを備えるこ

と。  

・同時接続最大数       5 台（見込数）  

・保管データ数     約 27,000 件（５年分）  

 

第４節  信頼性要件  

 新 シ ス テ ム は 信 頼性 要 件 を満 たす 保守 業務 を行 え、 以下 の機 能等 を有

すること。  

１  運用時間内でのサービス提供が可能で、稼働率 99.98％以上を目標

と す る こ と 。 た だ し 、 計 画 さ れ た シ ス テ ム メ ン テ ナ ン ス 等 に よ る停

止は除く。  

２  バ ッ チ 処 理 等 が 必 要 な 場 合 は 、 本 組 合 が 指 定 す る オ ン ラ イ ン 運 用  
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開始時間までに完了すること。  

３  シ ス テ ム 障 害 、 異 常 入 力 や 処 理 を 検 出 し 、 デ ー タ の 滅 失 や 改 変 を

防止する対策を講じること。  

４  障 害 等 で デ ー タ 復 旧 が 必 要 な 場 合 、 本 組 合 の 業 務 へ の 影 響 を 抑 制

す る た め 、 デ ー タ 復 旧 時 間 の 短 縮 や デ ー タ 損 失 の 抑 制 を 図 り つ つ、

データ復旧を確実に実施できること。  

５  運 用 中 の ト ラ ブ ル が 発 生 し た 際 に 、 そ の 原 因 を 検 証 で き る よ う 必

要なログを取得できること。  

６  障 害 時 の 運 用 手 順 に つ い て は 、 障 害 時 の 連 絡 体 制 ・ 対 応 フ ロ ー 等

を定めること。  

７  本 シ ス テ ム の 保 守 作 業 前 等 に 実 施 す る 臨 時 の バ ッ ク ア ッ プ 作 業 や

障 害 復 旧 の た め に 実 施 す る リ ス ト ア （ デ ー タ 復 元 等 ） 作 業 が 必 要と

なった場合は、受注者において作業を実施すること。  

 

第５節  テスト要件  

テストは、テスト実施体制、作業及びスケジュール、テスト方法、テ

スト環境、テストデータ等について検討した上で、テスト工程（総合テ

スト、システムテスト、運用テスト等）に合わせたテスト計画を立案し、

適切なタイミングで実施すること。※以降リハーサル、性能試験の各テ

ストは実施すること。  

１  テスト方法  

受注者、はテスト計画に基づき、本組合と協議してテストを実施す

ること。テストにおいてエラー及び障害発生を確認した場合は、復旧

作業を行うこと。テスト実施後は、速やかに品質評価を行い、完了判

定の上で次のテスト工程に着手すること。テストの結果は、本組合が

理解可能な内容でチェック項目を作成すること。  

２  テスト環境  

システムテストの実施は、可能な限り実際の業務環境に近い状態で

行うこと。また、受注者側でのシステムテスト終了後、想定どおりの

運用が可能か確認する運用テストを本組合等で実施するため、これに
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対応すること。な お、開発期間中のテスト環境については、本組合と

協議すること。  

３  テストデータ  

各テストで使用するテストデータに関しては、受注者で準備するこ

と。なお、個人情報のない帳票等はサンプルとして提供する。  

  

第６節  操作研修  

 新システム導入後の円滑な利用を図るため、受注者は本組合の職員及

び構成市町の操作担当者に対して、新システム利用に関する研修を実施

するものとする。  

１  新システム導入後に、職員を対象とした操作説明を行うこと。  

２  操作説明会開催時間及び説明形式は、受注者と発注者が協議の上  

定め、第１章第８節第７項に記載の手順書を基に、職員自身が操作  

し、理解する形式で行うこと。  

 ３  新システムの導入、テスト及び操作研修に当たり、連携・運用が  

確実に行われるよう、本組合と構成市町（介護担当部署及びデジタ  

ル関連部署）と定期的に協議を行うこと。  

 

第７節  情報セキュ リティ  

情 報 セキ ュ リ テ ィに つ い て は 、本 組合 個 人情 報 の保 護に 関 する 条 例施

行条 例、 本組 合個 人情 報 等 の取 扱い に関 する 規則 を遵 守す るこ とと とも

に、セキュリティに関する機能として、以下の要件を備えること。また、

受注者は、導入作業に関して適切なセキュリティ対策を講じること。  

１  セキュリティ要件  

本組合の 内外 から の不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、

改ざん、消去、破壊、不正利用等を防止するための対策を講じること。   

２  権限管理要件  

ID・パスワード等により識別を行う機能を設けること。また、シス

テムへのアクセス制御を行う機能を設けること。  

なお、アクセス許可されたユーザーに対して、本組合側で権限管理



16 
 

を行う機能を設け、グループ別に操作権限・アクセス権限を設定でき

ること。  

  

第８節  機密保持  

受 注 者は 、 受 注 業務 の 実 施 の 過程 で本 組 合が 開 示し た情 報 （公 知 情報

を除く 。以 下、 同 じ。）、他 の本 組合 が掲示 した 情報 及 び本組 合が 作成し

た情 報を 、本 業務 の目 的 以 外に 使用 また は第 三者 に開 示も くし は漏 えい

して はな らな いも のと し 、 その ため に必 要な 措置 を講 ずる こと 。受 注者

は、本業務を実施するにあたり、本組合から入手した資料等については、

管理台帳等により適切に管理すること。  

  

第９節  検査及び受 入  

シ ス テム 引 渡 し の承 認 は 、 本 組合 によ る 検査 に 合格 した と きと す る。

検査完了後、本仕様書との不一致が見られた場合は、本組合と協議の上、

受注者は無償で是正措置を実施すること。  
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